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地球の温暖化�地球の温暖化�

今，活発化した人間の活動が地球の温暖化を進めています。次の世代へかけがえ

のない地球環境を引き継いでいくために，地球温暖化の原因となる温室効果ガス

を減らし，地球の温暖化を食い止めなければなりません。

このため，本市では，宇都宮市における地球温暖化対策に関する基本方針を定め，

市民・事業者・市が一体となった市域全体での温室効果ガス削減の具体的取組を

推進するため「宇都宮市地球温暖化対策地域推進計画」を策定しました。

１　地球温暖化のメカニズム

地球の気温は，太陽から受ける光のエネルギーと地球自体が宇宙に向け

て出す熱放射（主として赤外線）とのバランスによって定まります。地球

が人間や動植物にとって住み良い環境である平均気温15℃前後に保たれて

いるのは，二酸化炭素やメタンなどの「温室効果ガス」が，宇宙へ放出さ

れる熱の一部を吸収して再び地表面へ反射し，大気を常に温めているから

です。もし，温室効果ガスが存在していなければマイナス18℃程度になる

といわれています。

しかし近年，わたしたち人間は，経済発展や過度の利便性を追求するこ

とにより，石油等の化石燃料の大量消費や大規模な森林伐採を行ってきま

した。その結果，二酸化炭素等の温室効果ガスの大気中濃度が上昇し，温

度調整機能のバランスが崩れかけ，地球の気温はかつて経験したことのな

いスピードで急激に上昇し続けています。これが「地球温暖化」といわれ

る現象です。

２　地球温暖化とその影響

温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の科学的・技術

的な評価・検討を行うために設置された，「気候変動に関

する政府間パネル(IPCC)」が平成19年(2007年)2月に公表

した『第４次評価報告書』の第１作業部会報告書（自然

科学的根拠）によると，20世紀後半の北半球の平均気温

は過去1300年間の内で最も高温となり，過去100年に，世

界平均気温が長期的に0.74℃上昇し，最近50年間の長期

傾向は，過去100年のほぼ2倍という結論が出されました。

報告書では，今後の平均気温や平均海面水位の上昇に

ついても報告を述べており，地球温暖化の影響がより深

刻となる「化石エネルギー源を重視しつつ高い経済成長

を実現する社会」においては，平均気温が2.4～6.4℃，平

均海面水位が26～59cm上昇すると予測しています。

一方で，「環境の保全と経済の発展が地球規模で両立す

る社会」を目指す場合においては，平均気温が1.1～2.9℃，

平均海面水位が18～38cmの上昇に抑えることができると

予測しています。
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このまま温暖化が進み，2100年に地球の平均気

温が大きく上昇したときの地球の様子について，

IPCCが平成13年(2001年)の第3次報告書の中で以

下のようになると予想しています。

本市の平成15年度（2003年度）の温室効果

ガス総排出量は，約4,141千t-CO2と推計され，

二酸化炭素が全体の95%を占めています。

また，平成15年度（2003年度）の排出量は，

基準年度である平成2年度（1990年度）に比べ，

約19%増加しており，平成24年度（2012年度）

には約24%増加すると推計されています。

二酸化炭素の排出量では，産業部門が36%と最も高くなっており，

次いで，民生業務部門と運輸部門が24%，民生家庭部門が15%という

順になっています。
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『資源やエネルギーを大切にした，二酸化炭素の排出が少ないまち』
・日常生活や事業活動において省エネルギー・省資源に心がけた環境にやさしいライフスタイ
ルや，環境に配慮したビジネススタイルが実践されるまちを目指します。
・地域のエネルギーの有効活用や，バランスのとれた環境配慮型の交通体系の整備などによる
二酸化炭素の排出が少ないまちを目指します



温室効果ガス削減目標�温室効果ガス削減目標�



主要施策�主要施策�

主要施策①　市民の省エネルギー行動の促進�

主要施策②　省エネルギー機器の普及促進�

主要施策③　新エネルギー機器の普及促進�

主要施策④　低公害車や低燃費型自動車の導入促進�

主要施策⑤　家庭から排出されるごみの削減やリサイクル行動の促進�

市民一人ひとりが，日常生活における省エネルギー行動に積極的に取り組

むことで地球温暖化などの環境問題に対応していくことを目指し，もったい

ない運動や家庭版環境ＩＳＯの取組を推進します。

「施策の体系」で示した施策の中で，本市の地域特性や必要性等を踏まえて，

特に推進意義の高い取組を「主要施策」として位置付け，積極的に取り組

みます。

地域における地球温暖化対策として有効である，環境負荷の少ない高効率給

湯器や家電製品の省エネルギー性能が一目で分かる「省エネラベリング制度」

の普及啓発や，家庭・オフィスなどにおけるエネルギー消費量の節約に効果の

ある取組・工夫，省エネルギー機器の買換え促進に関する情報提供を行います。

環境への負荷の少ないクリーンエネルギーである太陽光による発

電を広く市民・事業者への普及啓発を行うとともに，住宅用太陽光

発電システムの設置を希望する市民等には，その設置費用の一部を

補助し，導入を推進します。また，その他の新エネルギー機器につ

いても普及啓発を図ります。

低公害車や低燃費型の自動車は，エネルギー消費量や温室効果ガスの

排出量を大幅に軽減することができることから，市民や事業者への普及

啓発を行い，広く導入を促進します。

市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし，お互いに協

力し合いながら持続可能な循環型社会の構築を目指し，｢宇都宮市一

般廃棄物処理基本計画｣に位置付けた重点施策を推進します。



主要施策⑥　環境管理行動による省エネルギー行動の促進�

主要施策⑦　「宇都宮市役所“ストップ・ザ・温暖化”プラン」�
　　　　　　　　　による市事務事業における率先行動�

主要施策⑧　事業者が排出するごみの減量やリサイクル行動の推進�

主要施策⑩　市民や事業者の地球温暖化防止意識の向上�

主要施策⑨　森林整備事業の推進�

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく市の率先実行計画として

「宇都宮市役所“ストップ・ザ・温暖化”プラン」を策定し，市の事務事業に

おける省エネルギー・省資源やグリーン購入に取り組むとともに，庁舎等への

省エネルギー・新エネルギー設備の導入などを推進します。

温室効果ガス削減のための取組として，省エネルギー行動の推

進は非常に効果のある取組であり，事業者においてもこの取組を

積極的に行います。

また，ＩＳＯ１４００１の認証取得や，簡易版の環境マネジメ

ントシステムである「事業所版環境ＩＳＯ」を活用し，省エネル

ギー行動を促進します。

市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を果たし，お互いに協力し

合いながら持続可能な循環型社会の構築を目指し，「宇都宮市一般廃棄物

処理基本計画」に位置付けた重点施策を推進します。

森林の有する二酸化炭素吸収源としての機能を有効に発揮させ

るため，森林施業に伴う間伐や植林等の適正な維持・管理を推進

します。

市民や事業者の地球温暖化防止に対する意識の向上を図るための

講演会やイベントの開催等，意識向上に資する場を積極的に提供す

ることで，地球温暖化防止行動の促進を行います。

また，市民の地球温暖化問題への関心や理解を深めるため，市の

有する環境情報を体系的に整備し，市民に分かりやすく利用しやす

い形での情報提供を行います｡



市民の取組�市民の取組�

１．生活の中で取り組むことのできる省エネルギー行動による各家庭での削減効果�

市民は，省エネルギー・省資源につながる環境にやさしい行動を実践し，環境

負荷の少ないライフスタイルに取り組みます。

◆市民１人当たり１７％の温室効果ガス削減には，１人当たり450㎏-CO2の削減が必要です。これを，
宇都宮市の２００３年度（平成１５年度）の平均世帯人員（２.５６人）による標準的な家庭では，お
よそ１,１５２㎏-CO2の削減が必要です。
各家庭での温室効果ガス削減モデルを示しますので，これを参考に取り組んでください。



２．省エネルギー機器の導入による各家庭での削減効果�

３．新エネルギー機器の導入による各家庭での削減効果�



事業者の取組�事業者の取組�事業者は，省エネルギー･省資源の行動を実践し，環境に配慮した事業活動を積極的に行うビジネススタイルに取り組みます。

１　事業所での省エネルギー行動の徹底

・昼休み中はオフィス照明の全部又は一部を消すなどして，電気を節約します。

・空調機の冷房は28℃，暖房は20℃程度を目安に温度を設定します。

・ＯＡ機器は，昼休みなど長時間使わない場合はこまめに電源を切るように心がけます。

・食器洗いなどに使うお湯の温度は低めにし，出しっ放しにしないよう気をつけます。

・ガスコンロの炎は鍋の底からはみ出さないようにして使用します。

２　事業所の省エネルギー化の推進

・インバータ形式の照明器具や，省エネルギー型のＯＡ機器の導入などを図ります。

・石油ストーブ，ガス機器，給湯器はエネルギー効率のよい製品の購入に努めます。

・太陽光発電システムや太陽熱利用システム等の自然エネルギーの導入を図ります。

・ビルを新築，改築する際には，断熱化，屋上緑化，壁面緑化等に努めます。

・コージェネレーションを導入するなど，効率のよいエネルギーの使用に心がけます。

３　効率的な物流システムの構築

・通勤，通学，営業等には，徒歩や自転車，公共交通機関を積極的に利用します。

・タイヤの空気圧を適正に保ちます。また，車に不要な荷物を積まないようにします。

・停車中はこまめにエンジンを切り，不必要なアイドリングを止めます。

・自動車の急発進や急加速，エンジンの空ぶかしをやめ，ガソリンや軽油の使用を削減します。

・自家用貨物車から営業貨物車への転換を図ります。

・共同輸配送システムの導入を進めます。

・帰り荷の利用促進を図ります。

・計画的に低公害車，低燃費型自動車の購入，導入を図ります。

・使用目的に合致した小型車の積極的導入により，省エネルギー化に努めます。

・鉄道輸送と連携した物流の効率化を図ります。

４　環境に配慮した事業の積極的推進

・ＩＳＯ１４００１や事業所版環境ＩＳＯ認定制度等の環境マネジメントシステムの導入に努めます。

・日本経済団体連合会の環境自主行動計画や自主的な地球温暖化防止計画の策定，実施に努めます。

・環境にやさしい素材の製品提供や，環境負荷の少ない製品・サービスの開発提供に努めます。

・代替フロン等については，代替物質の利用を推進するとともに，やむを得ず使用する場合には，

使用後の回収･再利用など，代替フロン等が大気中に放出しないように努めます。

５　「宇都宮りんごダイエット作戦」の実施

・商品の過剰包装など不必要な包装をしないようにします。

・オフィスにおいては，両面コピーの徹底等により紙の使用量を削減します。

・使い捨て製品は極力使用しないようにします。

・原材料や事務用品にリサイクル製品を積極的に使用します。

・製品の製造から廃棄まで，温室効果ガスの排出量の少ない商品の購入促進を図るために，製品の

ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）を導入するとともに情報の公開に努めます。

・行政や自治会等地域団体，民間団体の再利用・リサイクル活動への積極的な参加を目指します。

６　環境保全活動への貢献

・二酸化炭素の吸収源である森林の保全や整備に貢献するため，地域における緑化運動など，森林

資源の保全活動に参加するとともに，支援に努めます。また，自らの事業所の緑化にも努めます。



◆１事業者当たり１７％の温室効果ガス削減の目安について，以下の２つの温室効果ガス削減モデルを示し�
　ますので，これを参考に取り組んでください。�

市役所自らの取組�市役所自らの取組�

１．事務所オフィスでの削減効果�

２．小売店（コンビニエンスストア）での削減効果�

温暖化防止のために，市民・事業者が行う日常生活や事業活動での取組促進と，都市構造や

公共インフラ等の基盤整備の推進を行います。

また，地域における温室効果ガスを大規模に排出する一事業者として，自ら率先した地球温

暖化防止の取組として，『宇都宮市役所“ストップ・ザ・温暖化”プラン』※を推進します。

※『宇都宮市役所“ストップ・ザ・温暖化”プラン』とは， 「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づ
く市の率先実行計画で，市の事務事業における省資源・省エネルギーやグリーン購入に取り組むとともに，庁
舎等への省エネルギー導入や新エネルギー推進などを実施します。



推進のための方策�推進のための方策�

【地球温暖化が及ぼす影響…】�


